
最高裁秘書第593号

令和3年3月3日

林弘法律事務所

弁護士山中理司様
－

最高裁判所事務総長中村
』

､

司法行政文書開示通知書

1月29日付け（2月1日受付，第020903号）で申出のありました司法行

政文書の開示について， 下記のとおり開示することとしましたので通知します。

記

1 開示する司法行政文書の名称等

既済事件一覧表（片面で7枚）

2 ，開示しないこととした部分とその理由

1の文書には，個人識別情報（当事者の氏名等） ，公にすることにより法人等

の権利，競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある情報（法人等の名

称等）及び公にすることにより裁判事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあ

る情報が記載されており， これらの情報は，行政機関情報公開法第5条第1号，

第2号イ及び第6号に定める不開示情報に相当することから， これらの情報が記

載されている部分を開示しないこととした。

3 開示の実施方法

写しの送付

担当課秘書課（文書室） 電話(）3 （3264） 5652 （直通）



日付E令和3年2月1日

ページ： 1/7既済事件一覧表 集計期間 令和2年12月1日～ 令和2年12月31日

備考 上告受理笹局日 憲法少数

□｜□
終局区分

決定(棄却）

被上告人法廷 主任裁判官主任醐査官 事件番号 上告人番号

号
号
号

３
６
０

０
６
４

６
６
８

第
第
第

ｊ
ｊ
ｊ

オ
オ
オ

く
く
く

年
年
年

２
２
２

〈
祠
《
祠
二
羽

R2．12｡･1‘ 1第3小法廷 林道晴

2第3小法廷|宮崎裕子2第3小法廷

秀
生
尚
寛

率
一
” ’決定(棄却）

一 31第3小法廷3

□R2．12．1 ■

決定(棄却） ■ □前田志織 R2･12･1林景一

雷
一
幅

罎

第
第
第

８
８
９

｜
鋤
一
輪

鋤

隷

一

隷

禄

決定(棄却）R2｡12．1 □
｜
□
｜
□
｜
□

□
｜
□
｜
□
｜
□

林道晴

戸倉三郎

識
一
錨

諏
一
轆

第3小法廷

第3小法廷

軸
一
輌
一
輔
一
一
錨

４
５
’
６
’
７

決定(棄却）

決定(棄却）

R2．12?1

R2．12．1戸倉三郎

宮崎裕子

第3小法廷

第3小法廷 決定(棄却）号
号
号
鍔
褐
瑁

７
１
４
０
１
．
５

７
８
９
０
０
０

９
９
９
１
１
１

第
第
第
第
第
第

〕
ｊ
ｊ
ｊ
ｌ
ｊ

オ
オ
オ
オ
オ
オ

く
く
く
く
く
く

奔
奔
、
奔
奔
奔
奔

《
祠
今
石
〈
わ
く
や
今
や
《
祠

R2-12．1

決定(棄却） □ □R2．12．1前田志織

舟橋伸行

戸倉三郎第3小法廷8

決定(棄却）R2･12．1R2．12．1 |■ ■戸倉三郎第3小法廷9

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

R2．12･1

R2．12．1

R2．12．1

□
｜
□
｜
□
｜
□
｜
□

林道晴

林道晴

林道晴

宮崎裕子
一J 一＝

戸倉三郎

城
紀
城

元
朋
元

□
｜
□
｜
□
｜
□
｜
□

10第3小法廷

11第3小法廷

12第3小法廷

13第3小法廷

14第3小法廷

雛
一
謡
一
癖

決定(棄却）

決定(棄却）

R2･12･1

R2･12・1

号
号
号

９
１
７

５
６
６

０
０
０

１
１
－
１

第
第
第

〕

ｊ

ｊ

オ
オ
オ

く
く
く

年
年
年

２
２
２

《
わ
る
や
ゞ
一
羽

船所寛生

神谷厚毅

決定(棄却）R2｡12．1 □ ■本條裕林道晴第3小法廷15

決定(棄却）

決定(棄却）

16 第3小法廷|宇賀.克也 斗谷匡志 R2o12o1

R2･12．1

□｜□ロ
百
国
言

４
５
３
４
１
１

１
１
第
第
〕
ｊ
オ
オ
く
く
年
年
２
２

今
洞
《
わ第3小法廷 宮崎朋紀 ■■林景一17

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

郎
一
一
一
一

倉
景
昨
酎
法
法
小
小
３
３

－
第
第

８
９

１
１

R2･12･1

R2．12．1

確

礎

峠

幅

鋸

窄

閏

溺

溺

騨

癖

峰

は
吋

ば

け

は

け

年
年
年
年
年
．
年

２
２
２
２
２
２

令
令

令

令

令

令

□
｜
□

□
｜
□

森川，さつき

宮崎朋紀

R2．12．2土井文美 □ 口岡村和美第2小法廷20

R2．12･3船所寛生 ■小池裕 ■第1小法廷21

確
一
裕
一
魂

R2･12．3

R2．12b3

R2｡12･3

錘
一
準
一
準

率
一
搾
一
蝿

□
｜
□
｜
□

■
二
□

□

第1小法廷

第1小法廷

第1小法廷

却
祉
一
錘

２
３
４

２
２
２ 令2年(オ)第1033号

一



日付：令和3年2月1日

ページ： ． 2/7
既済事件一覧表 集計期間 令和2年12月1日～ 令和2年12月31日

終局区分 憲法少数番号 法廷 主任裁判官主任飼査官 事件番号 備考 上告受理終局日上告人 被上告人

旧
」
口
一
口

□ 第
第
露
第
第
第
第
第

オ
．
オ

オ

オ

オ

オ

オ

オ

』
ｊ

ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｌ

く
く
く
く
く
く
く
く

号
一
号
一
号
号
号
号
号
号

扣
加
一
扣
加
川
抓
洲
Ⅶ

４
６

６
９
２
５
７
９

５

８
》
９
９
９
８
８
０

》
｜
》
》
》
》
》
》
》

決定(棄却）251第1小法廷'小池裕 ｜笹本哲朗

26第1小法廷|池上政幸 ｜川崎直也

R2．12．3 □
’

決定(棄却）

決定(棄却）

R2･12．3

R2．12･3

□
｜
□
’

27 i第1小法廷|池上政幸川崎直也

決定(棄却）池上政幸 舟橋伸行第1小法廷 R2p12．3 □28 ■

宮崎朋紀 決定(棄却）第1小法廷 木澤克之 R2･12･3 1決定(棄却）
R2.1.2･3 決定(棄却）

■ □29

之
幸
克
政
澤
上
木
池
廷
廷
法
法
小
小

１
１
第
第

０
１
３
３

野中伸子

士井文美

■ 胆
砺
凹
記’決定(棄却）R2．12．3

R2．12．3 決定(棄却）深山卓也 鷹野旭

中野琢郎

第1小法廷 ■ □32

決定(棄却）令2年(オ)第596号第2小法廷 三浦守

岡村和美

R2．12．4 □■33

決定(棄却）野中伸子 号
鍔
３
３
８
０
８
１
第
第
』
ｊ

オ
・
オ

く
く
年
年
２
２

一
両
今
祠

34 1第2小法廷 R2．12｡4

’□決定(棄却）川崎直也三浦守第2小法廷 R2．12．4 ■’35

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

第2小法廷岡村和美

第2小法廷岡村和美

第2小法廷三浦守

岡村和美

三浦守

識
擁
一
籍

令2年(オ)第1086号鱸
一
裕
一
赫

R2．12．4

R2．12．4

R2.12.4

妬

師

□
｜
仁
一
□

□
｜
□
｜
□

碍
掲
号

ｊ
ｊ
ｊ

第
第
第

オ
オ
オ

く
く
く

１
１
５

１
１
３

０
８
４

》
｜
》
》

川崎市38

R2･12P8 決定(棄却）宇賀克也 荒谷謙介第3小法廷 □ □39

決定(棄却）

決定(棄却）

晴
三
道
景

林

林

秀
秀
尚
尚

原
原
家
家

号
号
６
７
０
６
８
８
第
第
〕
ｊ
オ
オ

く
］
く

》

》

40 第3小法廷

41 1第3小法廷

R2．12．8

R2q12．8

□
□
｜
甘
口
旦
口
一
口
互
口
口

旧

口

后

□

口
□
｜
□
｜
□
｜
ロ

□

一
一
字
Ｉ

四
一
口

決定(棄却）川崎直也

中野琢郎

濯

》

年
年

今
市
《
や

第
第

Ｉ
く
オ
オ
１
ｊ

２
．
２

１
１

且
早
星
皐

林
林
廷
廷
廷

法
法
法

小

小

小

３
３
３

第
第
第

２
３
４

４
４
４

R2．12．8

R2．12．8

R2･12･8

R2．12．8

R2．12．8

R2o12･8

R2･12．8

R2．.12．8

決定(棄却）

決定(棄却）韓
一
雷
一
癖
一
篝
一
華
・
’
｜
拳

令2年(オ)第1110号宮崎裕子

林道晴

林道晴

宮崎裕子

宇賀克也

宮崎裕子

露
一
醸
一
謡
一
鋳
罰
一
銅

決定(棄却〕

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

帳

一
幅

壕

麓

オ

オ

く
く
年
年
２
２

全
市
今
昶

廷
廷
廷
廷
廷

法
法
法
法
法

‐
、
、
、
、
、

４
４
．
４
４
川

３
３
３
．
３
３

第
第
第
第
第

輻
一
“
｜
幻
一
偲
一
鞘

令2年(オ)第1223号

令2年(オ)第1229号

令2年(オ)第1238号



日付： ．令和3年2月1日

ページ： ． ． 3/7既済事件一覧表 集計期間 令和2年12月1日～ 令和2年12月31日

、上告人 憲法終局区分 塗
□
｜
□

番号 法廷 主任裁判官主任鯛査官 事件番号
50第2小法廷|岡村和美 ｜本條裕 令元年(オ)第168令元年(オ)第168

轄

裕

備考 上告受理終局日被上告人

決定(棄却）

決定(棄却）

5号

令2年(オ)第50号

令2年(オ)第553号

一
緬
一
州
一
癖

緬
一
峠

一
識
一
筆
一
甦

毒
一
箔

国
一
国

R2．12．9

R2．12．9

□
｜
□二

’

|国51第2小法廷菅野博之

521第1小法廷山口厚山口厚 R2．12．10 1決定(棄却） ■ □

R2．12｡10

1R2.12･10
R2｡12．10

－－R2｡.12･10

決定(棄却）

決定(棄却〕

決定(棄却）

令2年(オ)第763号壷
準
壼

廷
廷
廷

法
法
法

小
小
小

１
１
１

第
第
第

樗
一
迦
一
卸

□
｜
□

□

口
一
□
□

３
４
５

５
５
５

１
１
１

令2年(オ)第929号

癌
一
幅

９
１
第
第
１
ｊ
オ
オ
く
く

年
二
年

２
２

《
わ
《
祠 決定(棄却）56第1小法廷深山.卓也

57 1第1小法廷深山卓也57 第1小法廷

前田志織 ■’■

決定(棄却）令2年(オ)第1119号前田志織

鷹野旭

R2．12．10 ■ ■

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

樟
．
｜
嘩
一
叩
雪

蔀
一
幸

霊
一
準
一
一
厚
一
緋

守

一

守

瘍
瑁
唱
号
号
号
鍔

８
２
３
３
７
８
７

１
２
２
０
５
．
１
０

１
１
１
５
６
７
１

纒
一
握
鍔
纒
握
握
鍔

く
く
く
く
く
く
く

年
年
年
年
年
年
年

２
２
２
２
，
２
２
２

《
詞
《
洞
今
や
〈
祠
今
わ
く
わ
く
わ

瘍
瑁
唱
号
号

１
２
２
０
５

１

１

１

５

６

８
２
３
３
７

纒
一
握
鍔
纒
握

く
く
く
く
く

今
詞
《
洞
今
や
〈
祠
今
洞

年
年
年
年
年

２
２
２
２
，
２

廷
一
廷
廷
廷
廷
廷

法
法
法
法
法
法

、
、
、
、
、
、

〃
Ｊ
Ｊ
‘
』
ノ
ノ

ー
１
１

２
２
２

第
第
第
第
第
第

R2｡12･10

R2．12"10

R2｡12610

R2o12P11

R2-12．11

□
｜
□
｜
□
｜
□
□｜□

□
百
一
口
一
口
一
□
｜
□

□
｜
□
｜
□
｜
□

｜
□

８
９
０
１
２
３

５
５
６
６
６
６

割

癖
一
諭
一
輻

塞
一
娠
一
泌
一
認

決定(棄却）中野琢郎 R2bl2・11

R2･12･1･1 決定(棄却）

’
三浦守 舟橋伸行第2小法廷 ■1 1m64

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

川崎直也

宮崎朋紀

号
号
号

９
０
９

８
５
７

０
．
１
１

１
１
１

第
第
第

〕
ｊ
ｊ

オ
オ
オ

く
く
く

年
年
年

２
２
２

〈
わ
く
や
今
稲

R2．12．11

R2｡12．11

R2．12．11

R2．12．11

第2小法廷三浦守

第2小法廷岡村和美

■
二
□
｜
□

□
｜
□
｜
□
｜
□
｜
□

□

關
一
師
師
一
曲

人
志
敬
匡
竹
谷
大
斗

第2小法廷|岡村和美
第2小法廷|岡村和美 鵡程

一
癖

帳

１
１
１

１
｝
・
１
２

第
第
』
第

わ

わ

．

わ

く
く
く

年
年
年

隷

隷

誼

土井文美

荒谷謙介

R2．12hll

R2･12．11

R2．12．11

守
一
守

浦
蒲

一
一
一
一
一
一

第2小法廷

第2小法廷

的
一
加
一
荊
一
疋
沌
一

第2小法廷'三浦守 ｜船所寛生
第2小法廷菅野博之本篠裕．

塞一溶

獅一鞭

裕

令2年(オ)第1225号

令2年(オ)第1231号

令2年(オ)第1232号

令元年(オ)第1634号

一報

決定(却下）R2｡12．11

R2．12．11第2小法廷菅野博之 決定(却下）

決定(棄却）林道晴 小川卓逸 R2･12.．15第3小法廷 ■ □74

|R2･12･15 1決君棄却）－」□｜□川崎直也 ｜令2年(オ)第297号75第3小法廷|宮崎裕子
. ’

東京都■■■ ‐

国 I■■

国

国



日付：令和3年2月1日

ページ： 4/7既済事件一覧表 集針期間 令和2年12月1日～ 令和2年12月31日

蝿
一
旦
口
旦
旦
且
□

窪
一
□
｜
□
｜
口
一
口
｜
口
一
□

備考 ｜上告受理終局日 終局区分
IR2･12.15 1決定(却下）

番号 法廷 主任裁判官主任鯛査官 被上告人事件番号 上告人

瘍
得

２
３
９
３
第
第
ｊ
ｊ

休

は

奔
舜

今
祠
辱
祠

76 第3小法廷宮崎裕子
L

77第3小法廷|宮崎裕子

川崎

川崎

川崎

川崎

川崎

家原

趣
一
睡
一
睡
一
趣
一
馳
一
罐

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

R2． 12．15

R2．12．15

R2．12｡15

R2．12｡15

I 宮崎裕子

宮崎裕子

号
一
号
号
号
号

第
第
第
第
第

７
ｊ
ｊ
ｊ
ｏ
ｊ

３
３
４
６
８

７
７
７
５
１

４
５
０
６
２

函
鋪
一
酎
酎
“

〈
わ
く
わ
〈
わ
く
わ
《
詞

78第3小法廷

79 1第3小法廷
80第3小法廷80第3小法廷 |宮崎裕子
81第3小法廷|林景二一了 R2･12｡15 1決定(棄却）

決定(棄却）川崎直也宮崎裕子 R2．12．15第3小法廷

第3小法廷

□ ■82

R2･12･15 1決定(棄却〉》

｜》、

》
》
》
》
｜
｜
》
》
‐
｜
》

》
一
》
》
》
》
》
》
》
．
》

Ｉ
く
く
く
く
く
く
ｌ
く

川崎直也宮崎裕子 ■ ■83

決定(棄却） □
｜
□
｜
□
｜
□
｜
□
｜
□
｜
□
｜
□
｜
□
｜
□

841第3小法廷 林景一 ｜前田志織 R2"12･Q15 ■

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

本條裕

神谷厚毅

R2･12．15

R2"12｡15

R2．12．15

R2．12ﾏ15

R2･12o15

R2・12．15

R2．12｡15

R2612．15

R2．12．17

R2｡12｡17

R2"12"17

R2o12o17

R2・12．17

R2．12．17

R2．12．18

R2"12･18

廷
廷
．
廷
廷
廷
廷
廷

廷
廷
廷一非

法
法
法
法
法
法
法
法
法

、
、
、
、
、
、
、
、
、

４
４
４
４
４
川
４
４
咄

謡
謡
謡
雰
認
識
寒
課
調

津
錘

錘
窪
・
‐
誕

林景一

林道晴

□
｜
□
｜
□
｜
□
｜
□

砺
一
髄
一
師
．
一
躯
一
鍋

宇賀克也

戸蒼~三郎

戸倉三郎

宇賀克也

林道晴

林道晴

山口厚

深山卓也

木澤克之

雑
．
｜
露
一
諸
一
封

割
一
露
・
’
零
一
韓
一
搾
一
癩

輯
一
雷

裕
一
旭
一
騨
一
準
一
塞
一
旭
一
罐
一
裕
裕
一
怖
一
認
一
旭

決定(棄却）

決定(棄却）

□
｜
｜
■

錘
一
錘
錘
塞
錘
窪

川
４
４
肌
４
４
川
４
４
４

３
３
３
１
１
１
１
１
１
２
２

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

小

第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第

９
９
９
．
９
９
９
９

０
１
２
３
４
５
６
７
８
９
０

９
９
９
０

Ｌ
’

決定(棄却）令2年(オ)第1276号 □

決定(棄却）

決定(棄却）
号
罎
瘍
鍔
搗
鍔
号

９
１
３
５
９
２
７

９
０
１
１
１
２
２

６
１
１

１

調
謂
罫

癖
癖
嚥
稚
一
節
㈱
｜
㈱

年
年
年
年
年
年
》
年

２
２
２
２
２
２
２

〈
祠
《
祠
〈
洞
《
わ
《
わ
《
わ
く
洞

口
一
旧 □
。
｜
□決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(却下）

決定(棄却）

■
一
口
｜
□
｜
□

□
｜
□

｜
｜
｜
’

幸政

裕

越
一
幟

□
｜
□
｜
□
・
□
｜
□

小池裕．

三浦守

岡村和美

ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
４
ｌ
Ｉ
■

前田志織

船所寛生

＝
令2年(オ)第980号

決定(棄却）貝阿彌亮 令2年(オ)第996号 R2｡12o18菅野博之
’
第2小法廷 □ □101

岡山県 ． ． ．

国



日付号令和3年2月1日

ページ： ． ， ’ 5/7既済事件一覧表 集計期間 令和2年12月1日～ 令和2年12月31日

些
□
垂
□

理｜ 終局日 、 終局区分
IR2．12．18 1決定(棄却）R2o12．18

傭考 一上告受上告人 被上告人 エ官 事件番号法廷． 主任裁判官主仔狙査

第2小法廷草野耕一 ｜中野琢郎草野耕一

隅

鍼

番号

102 号
号

０
１
７
４
７
１

割
罰
〕
ｊ

オ

オ

く
く

一
》
》 R2．12．18

R2口･12･18

R2．12･18

R2･･12.18

一
帳
獺

一
啼
露

決定(棄却）Ｇ
，
巳
。
一
Ｍ
且
口
。
■
■
千

■’ ■岡村和美103第2小法廷

決定(棄却）

R2.12･18決定(棄却）

□

□
｜
□

■
｜

□
｜
｜
■

罎

鳩

１
１

１

２

第
第
１
ｊ

く
く
オ
オ
年
年
２
２

今
祠
一
《
詞

草野耕一第2小法廷

第2小法廷

104

105 菅野博之 ｜中野琢郎
岡村和美 ｜神谷厚毅

I
106第2小法廷 決定(棄却）得

罎
娼
罎
：
罎
号

３
４
４
５
５
４

２
１
１

１
１
２

銅
癖

癖

歩

韓

鍔

郵
毒

審
毒
毒
銅

〈
わ
《
祠
琴
戸
今
祠

今
祠
今
而

R2．12．18

決定(棄却） □107第3小法廷|宮崎裕子宮崎裕子 R2．12･22 □

宮崎裕子

宮崎裕子

宮崎裕子

宮崎裕子

宮崎裕子

宇賀克也

林道暗

宮崎裕子

宮崎裕子

宮崎裕子

宮崎裕子

宮崎裕子

宇賀克也

林道暗

野中伸子

決定(棄却） □□R2．12．22

R2"12･22

野中伸子108第3小法廷

決定(棄却） □|■野中伸子

野中伸子

野中伸子

野中伸子

109第3小法廷

決定(棄却）110第3小法廷

錘

110 R2.12522 □ □

一錘

４

川

３
．
３

第
一
第 決定(棄却） ■ ■R2．12．22野中伸子111

決定(棄却）R2．12-22 □ ■号
号
５
１
２
０
３
７
第
第
』
ｊ
オ
オ
く
く
年
年
２
２

伶
ｌ
伶

子
秀
伸
尚
中
原
野
家

野中伸子

家原尚秀

第3小法廷112

決定(棄却）

’
R2．12･22R2．12･22

R2．12．22R2．12．22

■’ ■第3小法廷113

決定(棄却） 因 ■家原尚秀 ｜令2年(オ)第753号家原尚秀第3小法廷114

匹
叩■|■

R2.12622 1決定(棄却）前田志織

野中伸子

野中伸子

野中伸子

帳
峠
帳
鱸
．
”
”

吃

号
号
号

７
８
．
１

第
第
第
第
第
第
第

く
く
く
く
く
く
く

オ
オ
オ
オ
オ
オ
オ

』
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

ｌ
１
１

１
１
１
１

》
》
｜
》
》
》
》
》

第3小法廷|宮崎裕子５
６

１
１

１
１ 決定(棄却）R2．12･22宮崎裕子野中伸子第3小法廷

決定(棄却）R2p12･22 □□宮崎裕子野中伸子第3小法廷117

決定(棄却）R2．12．22 □ □第3小法廷宮崎裕子118

決定(棄却）R2．12．22 ■ ■野中伸子宮崎裕子第3小法廷119

ﾛ

R2..12.22 1決定(棄却） ■ ■宮崎裕子野中伸子

儒

鋪

一
諏
嘩

一
輔
癌

第3小法廷120

R2P12q22決定(棄却）

R2.12.22決定(棄却）

R2｡12.22決定(棄却）

R2.12｡22決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

□
｜
□
□
｜
□

□
｜
□
□
｜
□

宇賀克也

戸倉三郎

林景一

第3小法廷

第3小法廷

第3小法廷

第3小法廷

１
２
．

２
２
１
１ ｜

｜
’

令2年(オ)第1132号

令2年(オ)第1154号土井文美

舟橋伸行

123

124 令2年(オ)第1171号林景一

高砂市



日付：令和3年2月1,日

ページ： 6/7既済事件一覧表 集計期間 令和2年12月1日～ 令和2年12月31日

備考 上告受理終局日 終局区分 憲法少数

｜R2212.22決定(棄却) iml lDIR2･12．'2 1決定(棄却） ■’

事件番号 被上告人上告人番号l 法廷 主任裁判官｜主任鯛査官

R2.12.22決定(棄却）

R2.12･22決定(棄却）

R2･12｡22決定(棄却)
■■■■■■■

R2･12｡22決定(棄却）

R2･12｡22決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

鵺
一
禮
需

川
ゞ
枢

吃

第
第
第

〕
ｊ
ｊ

オ
オ
オ

く
Ｉ
く

》

》

》

125第3小法廷

126第3小法廷

127第3小法廷

128第3小法廷

129第3小法廷

130第3小法廷

126

林景＝ 船所寛生

□ ■高瀬保守宇賀克也

□
｜
□
□
｜
□
｜
□
□

■

□
｜
□
。
｜
ロ
ー
□郎

己
一
一
一
一
一
一

景
景
景
倉

林
林
林
戸

’
一

三
皐
皇
皐

林
林

癖
一
搾
一
露
副

條
野

本
一
鷹

怖
一
裕
一
旭
曇

裕
一
旭

巨
言
亘
巧
臣
言

抱

枢

吃

４
６
８

９
１
１

境

瀧

麓

オ
オ
オ

雷
一
需
雷

R2.12Q22 i決定(棄却）第
第
第

オ
オ
オ

号
号
号

７
ｊ
ｊ

３
５
７

１
７
８

鮪

２
５

銅
》
｜
銅

■人
秀
敬
尚
竹
原

大
一
家

第3小法廷 林景一131

R2Q12．24決定(棄却）|決定(棄却）R2Q12．24

|決定(棄却）

■
二
■R2･12･24R2･12･24

132 第1小法廷|山口厚
133 第1小法廷池上政池上政第1小法廷133 ■幸 池原桃子

ｌ□
□
□
｜
。
ゞ
□
□
□
｜
旦
□
□
□
口
一
□
□
□
□
□

１
１
１

□

□

□

□
□
｜
□
｜
口
口
□
□
□
□
・
□
□
□
口
一
□
□

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

号
号
娼
娼
鍔
蝪
一
壱
一
鍔
罎
一
罎
碍

喝
碍
得
唱

第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第

ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
◆
；

９
９
１
１
１
１
１
１
１
．
１
１
１
１
１
１

輪
巧
側
帽
打
旧
加
創
訂
哩
調
瀦
躯
幻

”

酎
識
酎
函
癖
詫
鋪
・
嬬
埼
函
酎
一
霜
霜
諦
鏥

令
令

令
令
：
令
令
令
令
令
令

令

隷
隷
隷
隷

R2．12｡24

R2｡12｡24

R2･12．24

R2．12．24

R2．12．24

R2.12.24

R2．12口24

R2．12．24

R2．12．24

木澤克之

池上政幸

》醇

前田志織第1小法廷

醒
一
》

聰

》

木
池
山
木
山
木

塞
窪
。
鋼
一
錘
羅
調

１

１
１
１
１
１

４
５
６
７
８
９

川

川
‐
″
川
川
４

第
第
第
第
第
第

１
１
１
１
１
１

３
３
３

３
３
３

、
、
。
、
？
§
、
、

醒
一
》

山
木

１
－
１

廷
廷
法
法
小
小

１
１
第
第

識
一
準
一
蝕
一
裕
一
嬬
一
誌

蠅

》
｜
順
一
轄
一
率

籍也
幸
卓
政

140第1小法廷深山

141第1小法廷池上 錘
一
癖
一
準

川崎

宮崎

土井

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

錘
一
浬
錘

錘

誕

錘

廷
廷
廷

法
法
法

小
小
小
小
小
小
小
小
亦

１
１
１
１
１
１
１
１
２

第
第
第
第
第
第
ゞ
第
第
第

２
３
４
５
６
７
８
９
０

４
４
４
４
４
．
４
．
４
４
５

１
１
１
１
１
１
１
１
１

第1小法廷

第1小法廷

叩
脚
卿
哩
陛
橦
叩
緯
一
串

厚

鞄
一
馳
一
裕
一
準
謹
一
一
厚
一
霊
一
守

R2p12．24

R2｡12.24

R2?12．24

R2．12．24

R2．12．24

R2．12．24

R2．12．24

R2．12．25

騨
一
蹄
霊
↑
｜
掴
一
垂

輻
一
癖
一
割
畷
一
訓

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

’

’
’
一

令2年(オ)第1308号堀内元城

前田志織 令2年(オ)第990号

国一 ・ ≦

文京区

国 。



日付：令和3年2月1日

ページ： 7/7既済事件一覧表 集計期間 令和2年12月1日～ 令和2年12月31日

終局区分 ｜憲法少数備考 上告受理終局日被上告人事件番号 上告人法廷 主任裁判官主任鯛査官番号

□||□
決定(棄却）令2年(オ)第1031号

'5' '第2小法廷|岡村和美宮崎開紀
152 1第2小法廷|岡村和美堀内元城

魂

第2小法廷 蹄

準

堀内

R2．12｡25

口
司
一
旦
旦
□
一
口
庁

峠
一
媚
確
詫
鍔

轤》

謝
謝
一
調
謂
詞
調

ｊ
ｊ

ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

報

輪

報

巍

雷

報

隷

隷
隷
隷
鈍
控

蜻
鍔
轤

Ｊ
ｊ
ｊ

決定(棄却）

決定(棄却）一
儒
一
旭
一
準

R2．12．25

R2．12･25

R2．12･25

R2．12･25

R2．12･25

R2．12．25

R2．12｡25

ロ
ー
□第2小法廷

第2小法廷

第2小法廷

《
’
零
－
零
一
筆

耕
辮
一
鉾

野中

鷹野

土井

153

154 決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

上告取下げ

ロ
ー
□
｜
□
｜
□
｜
□鑛’

１
１
１
１

第
第
第
第ｊ

オ
オ
オ
オ

く
く
く
く

年
年
年
年

２
２
２
２
．

《
而
今
洞
今
祠
呑
祠

美
・
子
毅

又
旭
伸
厚

井
野
中
谷

土
鷹
一
野
神

一
釘
美
幸

耕
和
和
政

野
村
村
上

草
岡
岡
池

廷
廷
廷
廷

法
法
法
法

小
小
小
小

２
２
２
１

第
一
第
第
第

５
’
６
７
８

幅

幅
・
幅
一
帽

第2小法廷|岡村和美｜鷹野旭

第2小法廷岡村和美野中伸子 |木阪府


